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介護保険課の窓口での受付方法について

●令和５年４月より、介護保険課における受付方法について以下
のとおり変更となりましたのでお知らせいたします。

・番号札

来課していただいた順に番号札をお取りいただき、番号順

に御案内いたします。

・係名の変更

受付方法変更に伴い、給付係から受付給付係へと係名が変

更になりました。



受領委任に係る押印について

昨年度の当該説明会資料において押印廃止についてお知らせしたと
ころですが、支払い方法が受領委任の場合は、委任欄に委任者の記名
及び認印等の押印が必要ですので、御提出の際は今一度御確認をお願
いいたします。
（下記書類について委任欄に押印が必要となります）

・介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書
・介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書
・高額介護（介護予防）サービス費支給申請書
・介護保険給付費支給申請書（償還払い）



負担割合証の証書の色の変更について

現在、負担割合証は、橙色の用紙を使用しておりますが令和５
年度分は薄橙色の用紙となりますので、お間違えの無いようお願
いいたします。



各種問い合わせについて

各事業所の皆様より、報酬の算定等についてお問い合わせを多数いただ
いていることから、御回答を差し上げるまでに１週間程度のお時間を頂戴
しております。

各事業所の皆様におかれましては、既に厚生労働省からの通知や介護保
険の制度や報酬の解釈が記載されてる文献を参考にしていただいているか
と存じますが、今一度お目通しいただいた上でお問い合わせければ幸いで
す。


